
年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

1年目

20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

3年目以降、③の取組

2年目

20万円

③賃金の18％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週 所 定 労 働
時 間 の 延 長

賃 金 の
増 額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ １年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、
２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

事業主の皆様へ

｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12

R5
 10月

★ ★ ★ ★ ★ ★

 11月
★ ★ ★ ★ ★ ★

 12月
★ ★ ★ ★ ★ ★

R6
  1月

★ ★ ★ ★ ★ ★

キャリアアップ
計画書

社会保険加入 手当の支給等（６か月分） 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社

会

保
険
の
加
入
時
期

令和6年1月31日までに
提出（特例期間）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

＜申請スケジュールの例＞ ※給与を月末締め・翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合

（※） 本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
（※） 2024（令和６）年２月１日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画を提出してください。

第１期支給対象期

第２期支給対象期

★ 給与・手当の支給

〇2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
〇労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者１人につき最大50万円を助成します。
〇支給申請の事務手続きも簡単になりました。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

事業主の皆様の
人手不足の解消へ！

2024（令和6）年1月31日までに取組を開始する場合

キャリアアップ計画書は2024年１月までに管轄労働局に提出してください

京都労働局、京都府、京都市は「年収の壁・支援強化
パッケージ」の周知に取り組んでいます。



OATXUS
スタンプ



OATXUS
スタンプ



お問い合わせ先 管轄区域 電話番号

京都労働局
助成金センター

京都市、亀岡市、南丹市、
向日市、長岡京市、八幡市、
船井郡、乙訓郡

０７５－２４１－３２６９

ハローワーク宇治
宇治市、城陽市、久世郡、
綴喜郡のうち宇治田原町

０７７４－２０－８６０９
※部門コード：３２＃

ハローワーク京都田辺
京田辺市、綴喜郡のうち井
手町、相楽郡のうち精華町

０７７４－６５－８６０９

ハローワーク木津
木津川市、相楽郡のうち笠
置町、和束町、南山城村

０７７４－７３－８６０９

ハローワーク福知山 福知山市 ０７７３－２３－８６０９

ハローワーク綾部 綾部市 ０７７３－４２－８６０９

ハローワーク舞鶴 舞鶴市 ０７７３－７５－８６０９

ハローワーク峰山 京丹後市 ０７７２－６２－８６０９

ハローワーク宮津 宮津市、与謝郡 ０７７２－２２－８６０９

※令和6年4月よりハローワーク宇治、京都田辺、木津の管轄区域についても
助成金センターが窓口となります。
※受付時間は平日8時30分から17時15分までになります。

「年収の壁・支援強化パッケージ」について詳しく知りたい方は、
「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)０１２０－０３０－０４５
までお問合せください。


